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（
農
林
水
産
委
員
会
）

森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
等
に
よ
り
林
業
生
産
活
動
が
停
滞
し
、
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
、
公
益
的
機
能
が
低
下

し
た
森
林
が
増
加
し
て
い
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
発
揮
を
図
る
た
め
、
き
め
細
や
か
な
森
林
の

整
備
及
び
保
全
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
森
林
計
画
制
度
の
見
直
し

１

森
林
の
整
備
及
び
保
全
の
一
体
的
か
つ
総
合
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
森
林
の
保
全
の
目
標
そ
の
他
森
林
の
保
全
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項
を
全
国
森
林
計
画
等
の
計
画
事
項
に
位
置
づ
け
る
。

２

全
国
森
林
計
画
に
掲
げ
る
森
林
の
整
備
及
び
保
全
の
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
の
計
画
と
し
て

「
森
林
整
備
保
全

、

事
業
計
画
」
を
創
設
す
る
。

二
、
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
の
手
続
の
簡
素
化

保
安
林
に
お
け
る
複
層
林
施
業
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
森
林
所
有
者
等
が
保
安
林
に
お
い
て
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐

採
を
行
う
場
合
に
係
る
伐
採
の
許
可
を
事
前
届
出
に
改
め
る
。
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三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
森
林
計
画
制
度
の

見
直
し
に
関
す
る
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

治
山
緊
急
措
置
法
は
、
廃
止
す
る
。


